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熊本県告示第５３４号 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３６第１項の規定により包括外部
監査契約を締結したので、同条第５項の規定により次のとおり告示する。 
  平成２１年６月２日 
                                              熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 契約を締結した者の氏名及び住所 
  (１) 氏名 荒木幸介 
 (２) 住所 熊本市新屋敷二丁目２３番２４号 
２ 契約の期間 
  平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで 
３ 監査に要する費用の額の算定方法 
  契約で定める基本費用の額並びに契約で定めるところにより算定した執務費用及び実 
 費の額の合算 
４ 監査に要する費用の支払方法 
  契約で定める基本費用の額の範囲内における前金払及び監査の結果に関する報告書提 
 出後の精算払 

 
 
熊本県告示第５３５号                                                          
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者として次の者を指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２１年６月２日  
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
事業所の名称及び所 
在地 

事業者の名称、主た 
る事務所の所在地及 
び代表者の氏名 

指定年月日

 

 事業所番号 サービスの 
種類 

就労支援センター 
ピーターパン 
熊本市南坪井町５丁 
目２７－１号 

社会福祉法人明悠会 
熊本市河内町野出３ 
番地１ 
中川 格清 

平成２１年

６月１日 
4310100765 就労継続支 

援Ａ型 

 
 
熊本県告示第５３６号 
 港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第１２条第５項の

第１１８１１号 

平成 21 年 6 月 2 日(火)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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規定により熊本県が管理する港湾施設の概要を次のとおり告示し、平成２１年６月２日か
ら供用を開始する。 
  平成２１年６月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 港湾名 佐敷港 
２ 所 在 葦北郡芦北町大字女島字女島地先 
３ 概 要 

番号 種 類   数 量 及 び 能 力 （ 構 造 ） 
① 臨港道路 延長２２５メートル、車道幅員１０メートル 

構造アスファルト舗装、車線数２、歩道１ 
② 臨港道路 延長１０５メートル、車道幅員８メートル 

構造アスファルト舗装、車線数２ 
③ 臨港道路 延長１０５メートル、車道幅員８メートル 

構造アスファルト舗装、車線数２ 
④ 野積場 面積１４，２５０平方メートル 
⑤ 岸壁 延長３００メートル 

水深マイナス４．５メートル 
附帯設備；照明灯５基、引込機１基・・・⑪ 

⑥ 護岸 延長２７０メートル 
⑦ 航路 延長１，０００メートル 

幅員６０メートル、水深マイナス３メートル 
⑧ 回頭泊地 面積６８，２００平方メートル 

水深マイナス３メートル 
⑨ 航路標識 赤３基、緑３基、黄１基 
⑩ 給水施設 ＨＩＶＰφ２５ １９メートル 

ＥＶＰφ２５ １７０メートル 
４ 位置図及び平面図 
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熊本県告示第５３７号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年６月２日から６０日間、熊本県土木部道路保全課において
一般の縦覧に供する。 
  平成２１年６月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 
道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 
(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 
(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

  6.0 
  ～ 
 10.0  

 

  96.0 
 

前

 14.8 
  ～ 
 20.2  

 

  97.0 

阿蘇郡高森町大字河原字井野 
望 
    １０２２番２地先から 
同所 
    １０１２番地先まで 

 

後

 14.8 
  ～ 
 20.2  

 

  97.0 

 

前

  7.0 
  ～ 
  8.2 

 

  59.5 

主要地方道 高森波野

線 

阿蘇郡高森町大字野尻字石湯 
本 
    １３７番２地先から 
同町大字野尻字野尻 
    ６５４番地先まで 

 

後

  0.0 
  ～ 
  0.0 

 

   0.0 

  6.2 
  ～ 
 11.4 

 

 388.4 
 

前

  9.0 
  ～ 
 32.4 

 

 325.4 

阿蘇郡高森町大字中字尾園 
  １９１５番１地先から 
同所 
  １８４４番地先まで 

 

後

  9.0 
  ～ 
 32.4 

 

 325.4 

 

前

 14.0 
  ～ 
 70.0  

 

 111.0 

一般県道 上色見草

部線 

阿蘇郡高森町大字河原字猫嶽 
    １０番２６０地先から 
同所 
    １０番２５８地先まで  

後

 11.0 
  ～ 
 63.0  

 

 111.0 

廃道 

２ 区域を変更する期日 平成２１年６月２日 
 

 
熊本県告示第５３８号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年６月２日から６０日間、熊本県土木部道路保全課において
一般の縦覧に供する。 
  平成２１年６月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 
道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 
備 考 

一般県道 竈門菰田山 山鹿市椿井字下田    83.5 単橋改 
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 鹿線           １２３１番２地先から 
同市椿井字尾崎 
          ５４８番２地先まで 

 （仮設

道路） 

２ 供用を開始する期日 平成２１年６月２日 
 
 
 
 
 
熊本県公告第２８７号 
 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第７条第１項の規定によ
り山鹿市の農業振興地域の区域を次のとおり変更したので、同条第２項において準用する
同法第６条第５項の規定により公告する。 
  平成２１年６月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 農業振興地域名 

新 山鹿農業振興地域 
旧 山鹿農業振興地域、鹿北農業振興地域、菊鹿農業振興地域、

鹿本農業振興地域、鹿央農業振興地域 
２ 範囲 
  山鹿市平山、小群、城、津留、寺島、上吉田、久原、蒲生、名塚、椿井、麻生野、鍋

田、保多田、西牧、坂田、小原、志々岐、南島、長坂、藤井、鹿北町芋生、鹿北町四丁、
菊鹿町木野、菊鹿町松尾、菊鹿町米原、菊鹿町池永、菊鹿町宮原、菊鹿町阿佐古、菊鹿
町下内田、菊鹿町長、菊鹿町太田、菊鹿町下永野、菊鹿町山内、鹿本町高橋、鹿本町津
袋、鹿本町庄、鹿本町石淵、鹿本町下高橋、鹿本町小島、鹿本町梶屋、鹿本町中富、鹿
本町中川、鹿本町分田、鹿本町中分田、鹿本町下分田、鹿本町小柳、鹿本町来民、鹿本
町御宇田、鹿央町合里、鹿央町岩原、鹿央町廣、鹿央町千田、鹿央町持松及び鹿央町北
谷の全域並びに杉、石、下吉田、古閑、新町、宗方通、川端町、宗方、山鹿、鹿校通、
熊入町、方保田、中、小坂、鹿北町岩野、鹿北町多久、鹿北町椎持、菊鹿町矢谷、菊鹿
町上内田、菊鹿町上永野、菊鹿町五郎丸、菊鹿町相良、鹿央町霜野、鹿央町大浦、鹿央
町中浦、鹿央町仁王堂及び鹿央町梅木谷の一部（別図に定める範囲） 

３ 規模 
    ２７，１３８ヘクタール 
（別図省略） 
４ 区域の変更を必要とする理由 
  市町村合併に伴い、自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図 
 ることが相当であると認められるため、農業振興地域を統合する。 
５ 関係図面 
  熊本県農林水産部農村・担い手支援課及び山鹿市農林企画課にて縦覧に供する。 

 
 
熊本県公告第２８８号 
 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第７条第１項の規定によ
り合志市の農業振興地域の区域を次のとおり変更したので、同条第２項において準用する
同法第６条第５項の規定により公告する。 
  平成２１年６月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 農業振興地域名 

新 合志農業振興地域 
旧 合志農業振興地域、西合志農業振興地域 

２ 範囲 
  合志市大字福原、上庄、上生及び野々島の全域並びに大字幾久富、豊岡、栄、竹迫、

合生、御代志及び須屋の一部（別図に定める範囲） 
３ 規模 
    ３，９００ヘクタール 
（別図省略） 
４ 区域の変更を必要とする理由 
  市町村合併に伴い、自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図 
 ることが相当であると認められるため、農業振興地域を統合する。 
５ 関係図面 
  熊本県農林水産部農村・担い手支援課及び合志市農政課にて縦覧に供する。 

 
 
熊本県公告第２８９号 
 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第７条第１項の規定によ

 公  告 
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り八代市の農業振興地域の区域を次のとおり変更したので、同条第２項において準用する
同法第６条第５項の規定により公告する。 
  平成２１年６月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 農業振興地域名 

新 八代農業振興地域 
旧 八代農業振興地域、坂本農業振興地域、千丁農業振興地域、

鏡農業振興地域、東陽農業振興地域、泉農業振興地域 
２ 範囲 
  八代市昭和同仁町、昭和日進町、昭和明徴町、郡築二番町、郡築三番町、郡築四番町、

郡築五番町、郡築六番町、郡築七番町、郡築八番町、郡築九番町、郡築十番町、郡築十
一番町、郡築十二番町、古閑浜町、井揚町、島田町、中北町、揚町、北原町、北平和町、
鼠蔵町、高植本町、水島町、三江湖町、南平和町、催合町、葭牟田町、日奈久栄町、日
奈久新開町、千丁町太牟田、千丁町吉王丸、千丁町新牟田、千丁町古閑出、鏡町中島、
鏡町下村、鏡町芝口、鏡町野崎、鏡町両出、鏡町貝洲、鏡町塩浜、鏡町北新地、東陽町
小浦及び東陽町南の全域並びに岡町小路、岡町谷川、岡町中、川田町西、川田町東、興
善寺町、郡築一番町、海士江町、大村町、上野町、古閑下町、古閑中町、沖町、高小原
町、高島町、永碇町、築添町、井上町、上片町、上日置町、竹原町、中片町、長田町、
西片町、日置町、東片町、東町、古麓町、妙見町、植柳下町、大福寺町、高下西町、奈
良木町、平山新町、豊原上町、豊原下町、本野町、敷川内町、日奈久大坪町、日奈久塩
北町、日奈久塩南町、日奈久下西町、日奈久新田町、日奈久竹之内町、日奈久馬越町、
日奈久山下町、二見赤松町、二見下大野町、二見洲口町、二見野田崎町、二見本町、坂
本町西部ろ、坂本町西部い、坂本町鮎帰ほ、坂本町荒瀬、坂本町鶴喰、坂本町田上、坂
本町川嶽、坂本町百済来下、坂本町百済来上、鏡町下有佐、鏡町有佐、鏡町上鏡、鏡町
鏡村、鏡町内田、鏡町鏡、鏡町宝出、東陽町河俣、東陽町北、泉町下岳、泉町柿迫及び
泉町栗木の一部（別図に定める範囲） 

３ 規模 
    ２１，６８１ヘクタール 
（別図省略） 
４ 区域の変更を必要とする理由 
  市町村合併に伴い、自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図 
 ることが相当であると認められるため、農業振興地域を統合する。 
５ 関係図面 
  熊本県農林水産部農村・担い手支援課及び八代市農業振興課にて縦覧に供する。 

 
 
熊本県公告第２９０号 
  測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第２項の
規定に基づき、熊本市長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があったので、同条
第３項の規定により公告する。 
    平成２１年６月２日 
                                                熊本県知事 蒲  島  郁  夫    

作 業 種 類 作 業 期 間 作 業 地 域 
公共測量（デジタル航空写真

撮影等） 
平成２０年１２月１５日から

平成２１年１月２８日まで 
熊本市全域 

 
 
熊本県公告第２９１号 
  測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、国土地理院長か
ら次のとおり基本測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公告す
る。 
    平成２１年６月２日 
                                                熊本県知事 蒲  島  郁  夫 

作 業 種 類 作 業 期 間 作 業 地 域 
基本測量（空中写真撮影及び

デジタルオルソ作成作業） 
平成２１年５月１日から 
平成２２年３月３１日まで 

八代市、人吉市、水俣市、宇

土市、宇城市、城南町、美里

町、甲佐町、氷川町、芦北町

、津奈木町、錦町、多良木町

、湯前町、水上村、相良村、

山江村、球磨村、あさぎり町
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作 業 種 類 作 業 期 間 作 業 地 域 
基本測量（電子国土基本図（

地図情報）修正測量） 
平成２１年５月１５日から

平成２２年３月３１日 
熊本県内全域 

 
 
熊本県公告第２９２号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年６月２日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    上益城郡御船町大字陣字平畑山２０６８番１、同２０６８番２、同２０６８番３、同

２０６９番１、同２０６９番２、同２０６９番３、同２０６９番４、同２０７０番１、
同２０７１番１、同２０７１番２、同２０７１番３、同２１０６番１、同２１０６番２、
同２１０６番３、同２１０６番４の一部、同２１０７番１及び里道の一部 

  １，７６０．０２平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
   熊本市大江本町１番１３号 
  株式会社三愛ホーム 

 
 
熊本県公告第２９３号 
 県有財産を次のとおり売却する。 
  平成２１年６月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 物件の表示 
    第１号物件     
   熊本市京塚本町１８０７番３ 
     土地 宅地  １７４．９１平方メートル 
   最低売却価格１５，４００，０００円 
    第２号物件     
   熊本市京塚本町１８０５番２１ 
     土地 宅地  １５１．７１平方メートル 
   最低売却価格１３，７００，０００円 
    第３号物件     
   熊本市京塚本町１８０５番１９ 
     土地 宅地  １６１．０４平方メートル 
   最低売却価格１４，１００，０００円 
    第４号物件     
   熊本市京塚本町１８０７番１１ 
     土地 宅地  ４９３．７３平方メートル 
    最低売却価格３９，８００，０００円 
    第５号物件     
   熊本市京塚本町１８０７番１６ 
     土地 宅地  ２３６．８９平方メートル 
    最低売却価格２０，４００，０００円 
    第６号物件     
   熊本市京塚本町１８０５番１５ 
     土地 宅地  ４０８．１４平方メートル 
    最低売却価格３４，８００，０００円 
 
２ 入札参加資格 
    次のいずれかに該当する者は、この入札に参加できない。 
  (１)  当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
  (２) 破産者で復権を得ない者 
 (３) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号に掲げ 
   る者で、当該各号に該当する事実があった後２年を経過していないもの 
 (４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７条）第２ 
   条第２号に規定する暴力団等であるとして熊本県警察本部から排除要請があった者 
３ 入札参加要領・契約条項を示す場所 
    熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 ０９６－３３３－２１２２ 
４ 入札期日及び場所 
    第１号物件 平成２１年７月８日（水） 午前１０時 

第２号物件 平成２１年７月８日（水） 午前１１時 
第３号物件 平成２１年７月８日（水） 午後１時３０分 
第４号物件 平成２１年７月９日（木） 午前１０時 
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  第５号物件 平成２１年７月９日（木） 午前１１時 
    第６号物件 平成２１年７月９日（木） 午後１時３０分 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県庁行政棟本館地下１階 監理課入札室 
５ 開札期日 入札終了後即時 
６ 入札参加申込書 
  入札に参加しようとする者は、次により所定の入札参加申込書等を提出しなければな 
 らない。 
   提出方法 持参又は郵送による。 
   提出期限 平成２１年７月１日（水）午後５時 
               （郵送の場合は提出期限までに必着） 
   提出先  熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 
７ 入札保証金 
  入札に参加しようとする者は、入札金額の１００分の５以上の金額を納付するものと

する。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保証をした
小切手により行わなければならない。なお、落札者が契約を締結しないときは、熊本県
に帰属する。 

８ 契約締結期限 
    第１号物件、第２号物件及び第３号物件 平成２１年７月２１日（火）午後５時 
  第４号物件、第５号物件及び第６号物件 平成２１年７月２２日（水）午後５時 
９ 契約保証金 
    契約しようとする者は、契約金額の１００分の１０以上の金額を契約と同時に納付す 
 るものとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保 
 証をした小切手により行わなければならない。 
１０ その他 
  (１) 売買代金納入期限 契約締結日から３０日以内 
  (２) 契約締結場所 別途指定する。 
 (３) 入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、熊 
   本県財産条例（昭和３９年熊本県条例第２３号）、熊本県会計規則（昭和６０年熊 
   本県規則第１１号）、入札参加要領等を承知のうえ、入札するものとする。 
 (４) 問い合わせ先 
        熊本県総務部管財課（電話０９６－３３３－２１２２） 

 
 
熊本県公告第２９４号 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。               
    平成２１年６月２日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 築造者の住所 福岡県大牟田市大字草木４７番地３       
２ 築造者の氏名 小林正明                  
３ 道路の位置 菊池郡大津町大字引水字古荘谷８６４番８、同８６４番９、同８６４番 
        １０及び里道の一部 
４ 道路の幅員 ４．００から４．６５メートルまで 
５ 道路の延長 ６３．００メートル 
６ 指定年月日 平成２１年５月２２日 
７ 指定番号 熊本県指令菊池景建第２４号 
 


